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三重県・三重県交通対策協議会
三重県津市広明町■3番地
三重県環境生活部くらし・交通安全課

TEL 059-224-2410 FAX 059… 224‐3069チャイルドシート着用推進
シンボルマーク「カチャピョン」

T514-8570

実施裏綱はこちら→
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ACT:ON38キ ャンペーン
道路交通法第 38条 (横断歩道等における
歩行者等の優先)の “38"を 模したシンボ
ルマークの広報用ステッカー等を活用 し、
「二重県から歩行者保護の行動 (ACTION)
を起こす」ことにより、信号機のない横断歩
道における停止率向上につなげ、横断歩行者
の交通事故ゼロをめざします。

二 重

令和 8年

夏の交通安全県民運動 拇
を迎え、行楽などで自動車を運転する機会が増えるほか、暑さやレジャーの疲れから

注意力が散漫になりがちです。

を通 じて自分の交通行動を見つめ直し、交通ルール遵守と正しい交通マナーの実践を

て、交通事故防止を図りましょう。

運動の重点

こどもと高齢者の交通事故防止
次代を担うかけがえのないこどもと、交通事故死者全体の半数以上を占める高船者を、社会全体で
交通事故から守りましょう。

貶項埋翠聴どす泰
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転纏筆志歳擬軍、

・
て理寃守手撃鉛管とぃぅ強い自覚を持ち、飲酒運

転を本F<絶 しましょう。
また、「なが らスマホ」や「あおり運転」等も重大な交通事故につながる悪質・危険な行為ですの

で絶対にやめましょう。

踵X堤醒驚F家葎ぞ畿離 な旨寧晩ともに、「思いやり。ゆずり合い」運転を励行し、蛤運
転に努めましょう。

区シ煮越誓ま催撞:路筵3岳な:握予:遊霊ξち脅Bとと骨i[骨鞣jと【奪卜を着用し
ましょう。
6歳未満の幼児を乗せる時は、チャイル ドシー ト等を正しく使用し、 6歳以上でも体格等の事情に
より、シー トベル トを迪切に着用できない場合は、チャイル ドシー ト等を使用しましょう。

巨自誓磨報電末簾巽籠慾?刻為堤穂♂寮理夢
'生

今ノイ埜yく堪象哲τ亀写角とともに、
自分の命を守るためにヘルメットを着用しましょう。
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横断歩道 “ハンドサイン"キャンペーン
横断歩道横断時の自らの安全を守るための
交通行動として、 「少し手を上げたり、 ドラ
イバーに顔を向けるなどして横断する意思を
明確に伝えること」、 「安全を確認してから
横断を始めることJ、 「横断中も周りに気を
付けること」を促し、歩行者の安全を確保す
るための取組です。

夏の交通安全県民運動期間中の「日を定めて行う行動」

交通安全の日
7月 I I日 (上 )

あらゆる交通安全活動を通じ、県民の交通安全意識の高揚を図りましょう。

高齢者交通安全の日
(SeSデー)
7月 15日  (アk)

一人ひとりが思しヽやりの行動を心掛け、高齢者を交通事故から守りましょう。

また、高齢者の方は、慎重な行動を心掛け、交通事故から命を守りましょう。
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詐欺対策
byNTTダ ウンページ
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詐欺バスター Lite

翻●

“

     Googte Ptay  App stOre

許歎の電話はアプリでブロック !:

携帯電話に特殊詐欺の犯人から架電される

ケースが急増しています。

犯人からの電話を直接受けないためには、

犯人が使う国際電話番号などをアプリで

ブロックする対策が有効です。


